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沖縄県知事  玉城

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (障害者総合支援法)に
基づく指定障害福祉サービス事業者の指定について (通知 )

先に申請のありましたみだしのことについ
涯羊雰響響慮歪′壇鷹慮摯伝?丁爆ilよ季「

O
なお、その運営にあたっては、下記の事項に

記

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (障害者総合支援法 )
(平成17年法律第123号。以下 「法」とい う。)、 沖縄県指定障害福祉サービスの事業等

うる条例 (平成25年沖縄県条例第29号)及び沖
こ関する基準を定める条例 (平成25年沖縄県条
′ヽう)を遵守すること。
隼を示 したものであり、人員、設備及び運営に

ついて、申請の内容の向上、内容の充実等について絶えず自主的に努力すること。

尺員、設備及び運営について、申請内容の変更
ること。
彗の状況は、申請内容 と一致 していることが原
美での間に変更が生 じる場合は、指定手続への

影響が大きいことから、早急に報告すること。

3 法第48条第 1項の規定に基づく次の事項について留意すること。
彗しくは指定障害福祉サービス事業者であった
斤の従業者であった者 (以下 「指定障害福祉
に対 し、報告又は帳簿書類の提出若 しく提示
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事業者の指定は、 6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失


